
 

 
 
 
 
 
 
 

 
令和６年能登半島地震に係る島根ＤＰＡＴの帰県について 

 

厚生労働省ＤＰＡＴ事務局の要請により、１月７日（日）から石川県に派遣し

ていました災害派遣精神医療チーム（ＤＰＡＴ）が１３日（土）に帰県しまし

た。 

 

記 

 

１．派遣期間 

  １月７日（日）から１３日（土） 

現地活動期間は、１月８日（月）から１２日（金）まで５日間 

 

２．派遣したＤＰＡＴ 

 島根県立こころの医療センターから、１チーム 

（医師１名、看護師１名、業務調整員１名の３名） 

 

３．活動場所 

石川県ＤＰＡＴ調整本部（石川県庁内） 

令和６年１月１５日 

健康福祉部障がい福祉課 

 担当者 木村、日野 

 TEL：0852-22-5247 


